
京田辺市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 本要領は、京田辺市が発注する土木工事において、工事現場における熱中症対策に係る経費

に関して、現場管理費の補正を試行するために必要な事項を定めたものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 本要領における用語の定義は次のとおりとする。 

（１）真夏日 

日最高気温が３０度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０

度以上の場合とする。 

（２）工期 

工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間（測量や看板の設置など）、施工に必要な実

日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、年末年始（１２月２９日～１月３日）、夏季

休暇（８月１４日～８月１６日）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間は含まない。 

（３）真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 

真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期 

真夏日率は小数第２位止め（３位四捨五入） 

 なお、週休２日制工事の現場閉所などの休工日においては、当該日数を工期には含むが、真

夏日からは除くものとする。 

 

（対象工事等） 

第３条 本要領における対象工事等は次のとおりとする。なお、発注者は入札時に特記仕様書等に対象

工事であることを明記するものとする。 

（１）対象工事 

京田辺市が発注する主たる工種が屋外作業である工事、除草・剪定等の土木施設維持管理委託

を対象とする。ただし、工場製作工を含む工事は、当該期間を工期および真夏日から除くものと

する。また、通年維持工事や緊急対応工事等の工事、営繕工事は対象としない。 

（２）対象地域 

全ての地域を対象とする。 

 

（積算方法等） 

第４条 現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加

算する。なお、補正値は、「緊急工事の場合」と重複する場合においても最高２％とする。また、補正

は変更契約において行う。 

（１）補正方法 

補正値（％）※１＝真夏日率×補正係数※２ 

※1補正値（％）は少数第 2位止め（3位四捨五入） 

※2補正係数：1.2 

（２）現場管理費 

対象純工事費×（（現場管理率×補正係数※３）＋補正値） 



※3補正係数：地域補正等 

（３）施工箇所が点在する工事への適用 

点在する施工箇所毎に補正を行う。 

 

（気温の計測方法等） 

第５条 本要領における気温の計測方法等は次のとおりとする。 

（１）計測方法 

工事着手前に受注者より提出される施工計画書に、工事期間中における気温の計測箇所を記載

する。気温の計測は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表し

ている観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とし、いずれかの数値が基準を上回った

場合に真夏日とする。なお、WBGT を用いる場合は、WBGT が２５度以上となる日を真夏日とみな

す。ただし、これにより難い場合は、事前に監督職員と協議のうえ、施工現場を代表する１地点

で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。なお、

計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

（観測所一覧） 

 観測所名 所在地 緯度経度 

１ 京田辺 京田辺市薪西浜 北緯 34度 49.8分 東経 135度 45.6分 

（参考）気温及び WBGTの掲載箇所 

気象庁 HP http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 

環境省 HP http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php 

（２）計測結果の報告 

別紙１を参考に工事打合せ簿により、報告を行う。報告時には計測結果の資料を添付すること

とする。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 



様式－６

（ ）

（受注者：　　　　　　　　　　　　　）
（内　　容）

添付図 葉、その他添付図書
上記について

（ )

上記について
（ ）

発
注
者

受
注
者

工事名及び
工 事 番 号

工　事　打　合　簿

処
理
・
回
答

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

発議年月日 令和　　年　　月　　日発 議 者

　真夏日率について、下記の通り算出いたしましたので、設計変更の対象として
協議します。

対象工期：□□日　（令和　年　月　日～　令和　年　月　日）
真夏日日数：△△日

真夏日率＝△△÷□□＝○○．○○

（添付資料）
・気温及びWBGT観測データ
・真夏日日数集計表（様式１）
・真夏日率等算定表（様式２）
・熱中症対策状況報告様式（様式３）

発議事項

真夏日率について

指示・ 承諾・ 協議・ 提出・ 受理 します。

その他

発注者 受注者

指示 協議 通知 承諾 報告 提出 その他

承諾・ 協議・ 提出・ 報告・ 受理 します。

その他

総 括 主 任 現 場 主任（監理）

監 督 員 監 督 員 代 理 人 技 術 者

←参考：取得方法は別紙２を参照

別紙１



 

 

〈日最高気温取得方法〉 

気象庁のＨＰにアクセスする。 

URL：http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 

① ：「過去の気象データダウンロード」をクリック 

 

 

 

② ：初期値が「地点を選ぶ」となっているので、京都を選択する 

 

別 紙２ 

①  

②  

①  

②  

http://#


③ ：気温の計測箇所「京田辺」を選択する（下図のとおり） 

④ ：「項目を選ぶ」をクリック 

 

 

⑤ ：「日別値」を選択（夜間の工事の場合は「時別値」を選択） 

⑥ ：「日最高気温」にチェック（時別値選択時は「気温」を選択） 

⑦ ：「期間を選ぶ」をクリック 

 

 

 

 

 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 



⑧ ：工事の始期と終期（真夏日を計測する期間であり、契約工期ではない）を入力 

⑨ ：「ＣＳＶファイルをダウンロード」をクリックする 

 

 

〈ＷＢＧＴ取得方法〉 

環境省のＨＰにアクセスする。 

URL：http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php 

① ：暑さ指数（WBGT）の過去データから、近畿地方、京都、観測箇所を選択すると自動

で画面が切り替わる 

 

 

 

 

⑧ 

⑨ 

①  

http://#


② ：真夏日算出に必要な月をクリックするとデータのダウンロードが開始される。 

 

②  


